
■対人補償

他人を死傷させたとき
１名につき無制限（自賠責保険３,０００万円を含む）

■対物補償

他人の車や物に損害を与えたとき
１事故につき無制限（対物補償免責額５万円）

■車両補償

レンタカーに損害を与えたとき
１事故につき時価（対物補償免責額５万円）
※マイクロバス・普通貨物車・特殊用途車は１０万円
※事故時のレッカー費用およびレンタカー車両修理費は車両免責額の範囲内でお客様に負担いた
だきます。

■人身傷害補償

ご自身や同乗者が死傷したとき
１名につき３,０００万円まで
搭乗者の自動車事故によるケガ（後遺障害を含みます）及び死亡につき、運転者の過失割合に関
わらず、損害額を補償いたします。損害額は、保険約款に定める基準に従い算出します。

このような場合は、保険・補償が適用されません

・上記補償を上回る損害
・警察への事故の届出がない場合
・保険約款の免責事項に該当する場合
（１）パンクやバーストによるタイヤの損傷
（２）ホイールキャップの紛失
（３）故意の事故など
・貸渡約款に違反する事由が明らかになった場合
（１）飲酒運転（２）無謀運転（３）薬物使用（４）無断延⾧（５）乗り逃げの際
の事故（６）当社の承認を受けていない運転者（７）又貸しなど
・管理上の落ち度があった場合
（１）車内装備品への損害（２）無施錠の盗難（３）駐車禁止場所での当て逃げ（４）
その他迷惑行為（５）セルフ給油による油種間違い（６）キー紛失（７）車内での
喫煙（電子、加熱式タバコ含む）など
・万一、事故・盗難・故障・汚損等を起こし、車両の修理・清掃等が必要となった場
合、その期間中の営業補償として下記金額をご負担いただきます。

ノンオペレーションチャージ（ＮＯＣ）
レンタカーで自走し予定の店舗に返車された場合
５０,０００円
レンタカーで自走できず予定の店舗に返車されなかった場合
１００,０００円

・ノンオペレーションチャージは免責補償制度ご加入の場合でもご負担いただきます。
・車両搬送費（当社指定工場まで）の１５万円（税込）までは補償の範囲内となり、
それを超える部分はお客さまのご負担となります。
・走行可能でも店舗に返却されなかった場合、法的措置を取らせて頂きます。

【保険補償内容】（レンタカー基本料金に含まれている）

■免責補償制度（ＣＤＷ）について（レンタカー基本料金に含まれている）

万一事故の際にお客様にご負担いただく対物・車両補償の免責額のお支払いが免除される制度で
す。
レンタル料金に含まれています。

【出発前に必ずご確認をお願いします】


